
令 和 8 年 3 月 9 日
午 後 3 時 30 分 開 会

さ ん く す ３ 番 館 ４ 階 教 育 委 員 室

第１ 報告第 5号

第２ 議案第 7号

第３ 議案第 8号

第４ 議案第 9号

第５ 議案第 10号

第６ 教育長報告

吹田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一
部を改正する規則の制定について

令和８年度吹田市立学校教職員の永年勤続表彰について

吹田市教育委員会事務局職員の処分について

吹田市教育委員会事務局職員の人事発令について

吹田市教育委員会事務局職員の人事発令について

議　　事　　日　　程



 



 

 

議案第７号 

 

 

吹田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する 

規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 

 標記のことについて、吹田市教育委員会の権限に属する事務の補助執

行に関する規則の一部を改正する規則を別紙のとおり定めます。 

 

 

令和８年３月９日提出 

 

吹田市教育委員会 

教育長 大江 慶博 
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( 1 ) 

吹田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規

則を次のとおり定めます。 

 

令和  年  月  日 

 

 

吹田市教育委員会 

教育長 大江 慶博 

 

 

吹田市教育委員会規則第  号 

 

吹田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を

改正する規則（案） 

 

吹田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則（平成２５年吹田市

教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第１３号を第１４号とし、第９号から第１２号までを１号ずつ繰り下げ、

第８号の次に次の１号を加える。 

⑼ 市立幼稚園の施設の目的外使用に関する事項（他の課等の所管するものを除

く。） 

第２条に次の１号を加える。 

⒂ 学校体育施設開放事業に関する事項 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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３ 月 定 例 教 育 委 員 会 会 議 

教 育 長 報 告 事 項 

 

 

①各部からの報告事項について 
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